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 「管理不全な空家等」と「管理不全空家等」の違い（資料１より抜粋）

４

「管理不全な空家等」と「管理不全空家」の違いについて

施策の柱４でいう「管理不全な空家」は、市計画における表現であり、令和５年度法
改正により新たに規定された「管理不全空家等」とは異なります。今後、計画の改訂
時に表現を整理する予定です。

管理不全な空家等

定義

法や条例に基づく表現では
なく、「管理が不十分な空
家等」と同義

対応
所有者等への情報提供は可
能

管理不全空家等

定義

（法第13条第1項）
そのまま放置すれば特定空
家等に該当することとなる
おそれのある状態にあると
認めるときは、当該状態に
あると認められる空家等
（以下「管理不全空家等」
という。）

対応
所有者等への指導（法第13
条第1項）、勧告（法第13条
第2項）



 管理不全空家・空住戸イメージ

空家等

管理不全空家等

特定空家等

住宅等
の状態

【悪】

指導　　→　勧告

助言・指導→勧告→命令→行政代執行

【良】

空住宅用地特例の解除

５

管理不全
空家等

空住戸等

管理不全空住戸等

特定空住戸等

住宅等
の状態

【悪】

指導　　→　勧告

助言・指導→勧告→命令→行政代執行

【良】

空住宅用地特例の
解除は適用除外

管理不全
空住戸等

・長屋
・共同住宅等



 管理不全空家等・管理不全空住戸等の運用について（案）
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 １．認定までの流れについて
（１）検討事項

　　管理不全空家等・管理不全空住戸等の認定をどう行うか。
（２）検討案

管理不全空家等・管理不全空住戸等 （参　考）
特定空家等
特定空住戸等検討案 メリット デメリット

1

都市計画課が起案し、庁内検討会
議を経て協議会諮問し、市長が認
定する。
※特定空家等と同様

協議会で専門家も
交え、協議した上
で認定することに
なる。

認定までに時間を
要する。

「特定空家等・特
定空住戸等判定マ
ニュアルチェック
リスト」で（仮）
特定空家等とした
ものを、都市計画
課が起案し、庁内
検討会議を経て協
議会諮問し、市長
が認定する。

2
都市計画課が起案し、庁内検討会
議を経て市長が認定する。

一定協議を経て認
定可能。協議会を
経ず認定できるた
めに、迅速に対応
できる。

関係課の意見は確
認できるが、専門
家の意見を確認で
きない。

3
都市計画課が起案し、市長が認定
する。

協議会等を経ず迅
速に認定できる。

空家担当部局のみ
の判断となる。



 管理不全空家等・管理不全空住戸等の運用について（案）
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 ２．措置（指導）について
（１）検討事項

　　管理不全空家等・管理不全空住戸等の所有者に対する指導をどのように行うのか。
（２）検討案

管理不全空家等・管理不全空住戸等 （参　考）
特定空家等
特定空住戸等検討案 メリット デメリット

1

都市計画課が起案し、庁内検討会
議を経て協議会諮問し、市長名に
より指導する。

※特定空家等と同様

協議会で専門家も
交え、協議した上
で指導することに
なる。

施行までに時間を
要する。

都市計画課が起案
し、庁内検討会議
を経て協議会諮問
し、市長名により
指導する。

2
都市計画課が起案し、庁内検討会
議を経て市長名により指導する。

一定協議を経て認
定可能。協議会を
経ず指導できるた
めに、迅速に対応
できる。

関係課の意見は確
認できるが、専門
家の意見を確認で
きない。

3
都市計画課が起案し、市長名によ
り指導する。

協議会等を経ず迅
速に指導できる。

空家担当部局のみ
の判断となる。



 管理不全空家等・管理不全空住戸等の運用について（案）
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 ３．措置（勧告）について
（１）検討事項

　　管理不全空家等・管理不全空住戸等の所有者に対する勧告をどのように行うのか。
（２）検討案

管理不全空家等・管理不全空住戸等 （参　考）
特定空家等
特定空住戸等検討案 メリット デメリット

1

都市計画課が起案し、庁内検討会
議を経て協議会諮問し、市長名に
より勧告する。

※特定空家等と同様

協議会で専門家も
交え、協議した上
で勧告することに
なる。

措置までに時間を
要する。

都市計画課が起案
し、庁内検討会議
を経て協議会諮問
し、市長名により
勧告する。

2
都市計画課が起案し、庁内検討会
議を経て市長名により勧告する。

一定協議を経て認
定可能。協議会を
経ず勧告できるた
めに、迅速に対応
できる。

関係課の意見は確
認できるが、専門
家の意見を確認で
きない。

3
都市計画課が起案し、市長名によ
り勧告する。（税務課協議は行
う。）

協議会等を経ず迅
速に勧告できる。

空家担当部局のみ
の判断となる。



 管理不全空家等・管理不全空住戸等の運用について（案）
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 ４．管理不全空家等・管理不全空住戸等の判定基準について
（１）検討事項

　　管理不全空家等・管理不全空住戸等の判定をどのように行うのか。
（２）検討案

管理不全空家等・管理不全空住戸等 （参　考）
特定空家等
特定空住戸等検討案 メリット デメリット

1

「特定空家等・特
定空住戸等判定マ
ニュアルチェック
リスト」に基づき
判定

2

3

管理不全空家等の判定基準（案）につい
ては、国のガイドライン等を参考に事務
局で作成し、次回以降の協議会でご審議
頂く予定です。


